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変形文法における制約をめぐって

阿部幸

Around Constraints in Transformational Grammar 

Koo-ichi ABE 

Since Chomsky's A匂over-Aprinciple， many constraints or conditions have been proposed in 

Transformational Generative Grammar. In consequence of the abandonment of obligatoriness 

and ordering in transformational component， more and mor巴 preciseconstraints come to be 

required to rule out undesirable outputs. In Chomsky's“On Binding" as th巴revisionof his late 

paper “Filters and Control，" he suggests various innovations (e.g.，N.IιOpacity Condition， Case 

Assignment， Theory of Control) to aim at explanatory adequacy. We will investigate these 

matters (especially Case Assignment and Theory of Control) and then we will posit some 

alternativ巴 ifpossible. 

1. 

Chomsky(1964)の“Thelogical basis of linguistic 

theory"における A-over-Aprincipleや，その代案とし

て有名な Ross(1967)の“Constraintson variables in 

syntax"における ComplexNP Constraint，Coordinate 

Structure Constraint， Sentential Subject Constraint，及

びOutputConditionなどの制限とか制約なるものが考え

られて以来，種々雑多の制限が考えられている。その中

には，今日でも有効と思われるもの(例えは Emonds(1970)

のStructure司PreservingConstraint， Chomsky (1973) 

のSubjacencyCondition)もあれば，もはや今目的ではな

いと考えられるもの〔例えば， Hankamer (1973)の

Transderivational Constraint)など，一々上げていけ

ばきりがないほどである。特に Chomsky(1973)におい

て移動規則における痕跡理論が提唱されて以来，変形規

則に対してそれまで考えられてきた義務的・任意的な規

則の区別，規則の順序づけが，表層で意味を解釈すると

いう考えに伴って必要なくなり，最終的には，変形規則

(省略規則は除く〕はすべて任意で，順序づけがなくな

った。その結果として表層に出てくる文は，良い文ばか

りでなく悪い文も自由に生成されることになった。つま

り， 1970年ごろまでの標準理論及び拡大標準理論内にお

いては，悪い文〔非文〕を最初から生成させないように，

変形にいろいろな制限を課してきた。一方，最近の修正

拡大標準理論(痕跡理論〕においては，変形規則はほと

んど自由に適用され，そのかわりとして，出てきた文に

制限を課そうという考えにかわってきた。こういった考

えの背後には，子供が言語修得する際に，一々変形規則

の順序づけや義務性などを考えているのではなく，実際

に自に見える文(表層の文〕における言葉の連鎖をみて

判断するという認知論的な考えがあるように思われる。

(又，最近ではこうし、った考えに基づいて，表層の文か

らはじめるという， l、わばChomskyの変形文法とは逆の

方向から進めるところの， Brame(1978)の“BaseGenerated 

Syntax"がある。)

以上見てきたように，変形規則が過大能力を持つこと

になった結果，ますますその出力としての文のうち，非

文だけをうまくより分けて排除するような filterとしての

制限の精密化が必要とされることになった。そして，そ

のような考えのもっとも最近の理論として， Chomsky 

(1978)の“OnBinding"が君臨しており，以下におい

てはそこにおける問題点を指摘し，できれば代案を立て

たいと思う。

1I. 

上の章で見てきたように標準理論以降の変形文法の歴

史は，制約及び制限(人によって条件，原理などいろい

ろあるが〉の変遷の歴史といっても過言ではないだろう。

そして， Chomsky (1978)の“OnBinding"も，決してそ

の例外ではない。“OnBinding"は， ChomskyとLasnik

の共著による前年の作である“Filtersand Control"の修

正という形で与えられている。

主な修正点は次のようである。
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(1) 

Filters and Control 

Specified Subject Conditio_nll 
(S.S.c.) 

Propositional Island 
Condition21 (P.I.C.) 

[ル川適用条件]
変項における制約

世 complementizer

On Binding 

Opacity Condition') 

ホ[NPto VPJ五lter

N ominative Island Condition4) 

(N.I.C.) 

[LFにおける条件
anaphorにおける制約

[comp eJ (compのfreeappli 
catlOTI による展開されない

complementizer) 
Case AssignmentとCasefilter 
により不用

Case AssignmentとControl
によって説明

NP，言かuniversal，Sは英語
固有のbou凹nd出1凹ngnode u耐r口凶叫均恥…1ぱ均印恥d匂栴恥E伊炉ec

のma抗tr口[l}口xverbに対Lて， I 
sをboundingnodeとし l 
てかぞえない。/

[wh-phrase [PRO to VPJJ 
のObligatoryControl 

cyc1ic node : NP， S (ぎの可
能性も)く0"Wh-movement) 

以上のほかにも， NP-movementはstructure-pre

servmgだが，他のすべての“Move 11'''のノレ ノレは，

“landing site"による adjanctionであるとしたり， strict 

cyclicityはかならずしも必要ないと考えたり，又前前作

の“OnWh-movement"で、は， syntax においては struc-

ture-building ruleは，変形の過大能力を強めるものとし

て絶対認めなかったものが，L.Fとしづ意味的なところで

は，よいではないかと考えるなど，ほかにもいろいろ細か

い点で変更がされている。その中で，制約といった観点

から見ると， S.S.CとP.I.C.に対する代案と CaseAssign-

mentの採用と Controlruleの精密化が重要である。すな

はち， S.S.Cや P.I.C.はいままでは規則の適用条件であっ

たのが，意味解釈規則も統語規則も実はその拘束関係か

ら考えると，意味規則においても統語規則と同様，その

変項における条件という風に考えられ，その代案として

の N.I.CゃOpacityConditionが LogicalFormにおし、

て，一種の filterとして作用することになったことである。

また CaseAssignmentという考え方も，新しい考えとし

て注目に価する。この CaseAssignmentは， Cas巴filter

と一体になって，望ましくない文を排除する。そこで，

この論文では，すべてを扱うというわけにはいかないの

で， S.S.CゃP.I.Cにかかわる technicalな問題よりもむ

しろ， Case Assignmentや Controlruleに焦点を当てて

論じてゆきたいと思う。

I
 

n
H
 

まずはじめに， Case AssignmentとControlruleの区

別をする必要がある。 CaseAssignm巴ntは次のような条

件にしたがれ

(2)[ニ Chomsky's(68) J 

(a) NP is oblique when governed by P and certain 

marked verb 

(b) NP is objective when governed by V 

(c) NP is nominative when govemed by Tense 

ここで“government"(統率〕というのは，次のように

定義されている。

(3) [ニhis(69)J 

11' is governed by βif a is c-commanded5) by βand 

no major category or major category boundary 

appears between 11' and β 

そして，この条件と共に，次の Casefilterが与えられる。

(4) [ = his (70) J 

ネN.where N has no case 

例えば，

(5) (a) whonom read the bookobj 

(b)*Inom wonder [who to read the bookJ 

(5 a)においては whoはTenseに， the bookはVに統

率され，それぞれ nominative，objectiveという Caseが

与えられ，特に Casefilterに抵触しないので適格となる。

しかし， (5 b)においてはIはTenseに統率されている

ので， nominative Ca犯を持つことができるが， whoは

T巴nseに統率されていず，又他の条件にも会わないので

Caseは与えられなL、。よって，この文はCaseをもたない

Nが存在することになり， Case filt釘によって排除され

ること tこなる。

次に Controlについて見ると， Chomskyは次のような

一連の条件を与えている。

(6)[ =his (93)J 

。.V・.• [sCOMP. 0 • [NP!o.J • • • J， where Vニ

[ -F] and V and S c-command one another 

(7)[ =his (94)J 

NP is a controller for V in (6) if 

( i) NP is an indexed NP prop巴rlyrelated to V 

(ii) if V = [十SCl， then NP is the subject of V 

(8)[ =his (95)J 

In (6)， (i) if COMP宇nulland V has no controller， 

then [NPe] is assigned arb 

( ii) [NPe] is assigned the index of the nearest 

controller 

ここで，I[-FJとは unmarkedな場合について言えば，

[ +Control]な動詞を意味するので，補文の主語に PRO

(= [NP!o.])を要求する動詞と考えてよい。また[+SC] 

をもっ動詞とは， subject controlの動詞のことで try，

promise， askなど，その主語が補文の controllerになる

ものである。この controlの規則は，義務的に適用すると
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され，もしこれらの条件に会わす'indexをもたない NPが

生成された時には， Logical Form内でfreevariableと

して現われ，その変項は解釈不能となり，その文は開放

文となって非文として排除されることになる。そこで重

要なのは， Controlの規則も， Case fil terをもった Case

Assignmentの場合と同様， Logical From における free

γariableの排除という一般的原則を伴って，望ましくな

い文をfilteroutするとし、う能力をもっていることである。

Controlの規則の例として，次の (9a)(9b)を見てみよう。

(9) (a) Jphn， tried [PRO， to win] 

"-...__ [+sc] ~官

(b) キJohn，was tried [PRO to win] 
[+sc] 

(9 a)においては， PROは[+SC]をもっ仕yにより，

(7 u)の条件に会い，その controllerとして Johnとい

う主語が選ばれ， PROにその主語と同じindexの1が付与

される。一方 (9b)では，同じように tryは主語をその

controllerとするので，その controll巴rをさがすわけだ

が，その主語となるものが存在せず〔ここで Johnはtry

の目的語)，よって PROはindexが与えられないまま生

成されてしまう。そして (9b)の文は， Logical Fromに

おいて， free variableをもっ開放文として意味解釈不能

となって，排除されることになる。

以上2つの説明からわかるように， Case Assignment 

とControlrule はかなり似ているところがある。しかし

また，大変異なるところもある。類似点としては，共に

NPに作用することであり，またそれぞれの規則に違反し

たものは排除するしくみを持つことである。相違点とし

てまず第一に気づくのは， Case Assignmentは他の統語

規則と関連して，変形部門内で適用するいわば統語的な

規約と考えられうる。一方Controlruleの方は，その名

が示すように，他の解釈規則と同様， Logical Form に適

用する意味解釈規則のーっと考えられる。第二に，当

然のことながら， Case Assignmentは， NPにCase(格〕

を付与するのであり，一方Controlruleは， NPにindex

(いわば数字〕を付与するのである。第三に， Case 

Assignmentを受けるNPとControlruleを受けるNP

とは，実際には相補分布をなしているのではないかと考

えられる。すなわち， Caseを与えられる位置は，動詞，

前置詞及びTenseに統率される位置とされているので，

infinitive clauseの主語は，このどの環境にもあてはまら

ないのでCaseは付与されないことになる。他方，Control 

ruleによれば， (6)の環境指定である…V ・~[言 COMP"'[NPf

…]]のところに現われるものは，実際のところ，スベイン

語などのような主語が任意な少数の言語を除けば，英語

を含む大多数の言語においては， tensed clauseで主語を

欠くことを許きれないので，そこにくるのは， nontensed 

clauseということになる。英語でnontensedclauseとは

infinitive clauseのことであり， (b)の環境に会うのは，ま

さしく infinitiveclauseの主語ということになる。つま

りCaseAssignmentは， infinitive clauseの主語以外の

NPにCaseを付与することになり，片やControlruleは，

その infinitiveclauseの主語にのみ indexを付与するこ

とになる。このことは，明らかに相補分布をなしている

と言える。このことに基づいて， Chomskyは， [swh-phrase 

[PRO to VP]] という obligatorycontrolを説明しよ

うとしたように思われる。第4番目に考えられる相違と

しては，両者は操作に違いがあるように思われる。 Case

Assignmentの方は，(2)の条件に会う一つの NPのみを見

て操作が行なわれる。一方， Control ruleの方は， (6) (7) 

(8)の条件にあう 2つ NPのベアを捜して， indexをもって

いる NPとちょうど向じ indexを， indexをもっていな

いNPに付与させるのである。 Chomskyは，これを

COINDEXINGと呼びmovementruleや他の anaphora

との関係をのベる解釈規則もすべてこの性格をもっとし

て，統語規則も意味解釈規則も共に，この COINDEXING

という操作のーっと考えている。この場合，すべての〔語

い挿入された)lexicalNPは， indexをbaseから持って

いると考えられる。(もっと正確には， Chomsky (1977) 

の“Essayson from and interpretation"のIntroduction

のp.6によれば， ieach occuπence of a category in 

deep structure is assigned a numerical index by some 

generalprocedureJという風に述べられているので，実

際には， NPにかぎらずすべての categoryにも， index 

がbaseから付与されていることになる。)そこにおいて

は， index のついた [NP~ の生成のしかたには二種類あ

ることになる。一つは， movement ruleによる traceと

しての [NP~ であり，これは“Movea"の一般原則によ

り，常に移動された NPと同じ indexをもっ。他方，

Controle ruleによる [NP~ はもしこのノレーノレが適用さ

れないと， index のない [NP~ が生成され，これは，Logical 

Fromにおいては許されないので， Chomskyはこのノレー

ノレを義務的規則と考えざるをえなくなる。

そこで問題となるのは，traceの扱いである。Chomsky

の理論では， trace も PRO も共に [NP~] なので， (6)の

Control ruleの環境には，許されないはずの traceにも

あてはまる。Chomskyは，この論文で.[NP to VP] filter 

を廃止したが， Case Assignmentというより包括的な規

約で，同じく infinitiveclauseの主語として lexical

NPが現わないことは，この環境で‘Caseが与えられないの

で， Case filterにより outにできる。しかし， traceにつ
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いて同様に CaseAssignmentによって filtεroutするこ

とはできない。なぜなら Casefilterは， lexical NP に

ついてのみ言及するのであって. nonlexicalの traceに

は適用できない。そこで Chomskyは， Control rule 

の義務性によって traceを排除しようとする。すなわち，

traceはmovεmentruleによりすでに indexを与えられ

ているのに，さらにControlrule (6)の環境に会って.index 

がまた付与されることになる。だが，すでに付与されている

indexが， Control ruleによる indexの付与をさまたげ，

その結果として，適用されるべき義務的規則が適用さわしな

いので，義務的違反として traceを排除しようとする。こ

こで， ChomskyはControlruleを.ind巴x-changingrule 

ではなく.index-assigning ruleとして盛んに言及する。

つまり，ここにおいては， 1つの traceに対して 2つも index

が付与されるから，だめになると考えられうる。ところ

が，彼はその Appendixの中で，次の例のように， disjoint 

refer巴nce など base で index を与えられた NP~こ，さら

に解釈規則の indexの操作により， 2つも 3つも indexが

付与されることが提言されている。

(10) John， told Bill(3，{2() [:5 PR03 to visit him(4仏 3()]

両者の考えは，明らかに矛盾し traceの排除のしかたが不

十分であることを示している。

IV， 

次に.Cas己Assignmentの問題について考えることに

する。この操作は，“Filtersand Control"における本[NP

to VPJ filterの不備をカハーするために，“On，Binding" 

で、初めて提案されたものである。その*[NP to VPJ filter 

とは次のようである。

(11) [二 C&L(155)] 

ネ [aNP to VPJ. unless a is adj acent to and in the 

domain of: 

a. [-NJ (adjunct) 

b. [十VJゆ

そこには.universal grammarとしてふさわしくない ad

hocなunlessconditionがあるのでp 理論としてはより

簡潔な CaseAssignmentが採用されることになった。し

かしその逆に，いろいろな問題も生じてきた。例えば，

Case Assignmentとsyntacticruleとの orderingの問

題.Case Assignmentとベアになっている Casefilterと

deletion ruleとの orderingの問題，そして Caseという

概念のとらえ方等，その他いろいろテクニカノレな問題も

あるが，ここではその主要なものを論ずることにする。

まず， Case Assignmentとsyntacticruleとの order

ingの問題について触れる。 obliqueCaseについては，

basε において付与されると考えられており，これについ

ては特に問題はない。問題なのは. oblique C呂田以外の

obj巴ctiveCaseとnominativeC呂seの場合である。例え

ば， (12)のような構造を許すために， Chomskyはnominative

CaseはNPmovementの後としている。

(12) John seems [:5 t to be honest] ] 

ここで.Case Assignmentが NPmovementの前だとす

ると， JohnはTens巴に統率されていないので Caseを与

えられず，その後移動されたとしても Caseのないまま表

層構造へきて. Case filterで outにされる。一方.John 

が NPmovementされた後に Caseが付与されるとする

と，そこには Tenseがあるので， nommatlV巴 Caseが与

えられ， Case filterにも抵触せず，又その tr呂田は C呂se

をもっていないが.lexical N Pではないのでこれもまた

filterに違反せず，正しい文が生み出される。ところが，

wh-movementに関しては， nonoblique CaseのAssign

mentは，その前だと考えている。

(13) [百 [COMPwho] [s John kissed t] ] 

(13)の例では.Case Assignmentを wh-movementの後だ

とすると，その NPはもはや(2)のどの環境にもなく，他

にCaseを与える方法もないので.Caseなしのまま生成

され. Case filt巴Tによって outにされてしまう。他方，

移動される前に Caseが与えられるとすると，その前の構

造では.NPは動詞に統率されているので objectiveCas巴

が与えられ，ついで移動されてもそのまま Caseがひきつ

ぐとすれば. Case filtεrによって outにはならない。こ

ういった事実に鑑みて. nonoblique Caseの Case

AssignmentをNPmovementの後で.wh-movementの

前に適用すればし、L、ことなる。しかし，このことは明ら

かに Case Assignmentが.NP movementの後に wh

movementがくるとし、う ordぽ mgを考えていることにな

り，可能な文法とL、う立場からいったん棄てた ordering

の原則を，ここでまた前提とすることは，理論的に逆行

する。又 CaseAssignmentに対して. obliqu己 Caseは

bas巴で. NP movementとwh-movεmentにかかわる

nonoblique Caseは派生の中間段階で，以上の 2つの操

作によって Caseが与えられない NPに対して(実際は移

動しない nonobliqueCaseをうけるはずの NP)行なわ

れるはずの CaseAssignmentと. 3種の CaseAssign-

mentが存在することになる。このことは， simplicity 

mεasureから言って，一つにされた方がのぞましい。こ

のことは， Chomsky自身気づいているようで.p.34にお

いては.Case Assignmentをすべてについて表層で行な

うという考えが，ほのめかされている。ただし，これは
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Chomskyの 1つの提言であって，論文全体としてこのよ

うに考えているかどうかは，さだかで、なし、。すくなくと

も，そういった可能性に基づいて考えてみると，闘にお

いては， NPmovem巴ntされた Johnとその traceの両方

を見て， lexical N Pの方はT巴nseに統率されているので，

nominative Caseを与えられる。 方その traceはCase

を付与されないが， Case filterはlexicalN Pについて

言及されるので抵触せず， (12)の派生は適格となる。 (13)に

おし、ても，表層における wh-movementをうけた whoと

その traceの両方を見て，その traceが動詞に統率されて

いるので?その情報から COMP内の whoにも objective

Caseが付与され，そして適格となる。(その場合， trace 

にも Casε が付与されることになるが，特にtraceが Cas巴

を持つてはいけないとしづ制限はないので，とにかく Casε

filterには触れずよい文となるはずである。)oblique Case 

についても，例えそれが移動されたようとも，次の(14)の

lylJが示すように，

(14) [百 [cOMPwhoJ [sdid Bill give this book to tJJ 

wh-movementて、移動された who自体は， Caseを受ける

環境にないが，その tr呂田が表層で obliqueCaseを付与

されることになり，その情報に基づいて移動先の whoに

もobliqueCaseが付与され， lexical N P IこCaseがつ

いたので，適格な文として生成される。また移動されな

い NPについても，これはもともと移動していないのだ

から， baseでやろうと派生の中間段階でやろうと，はた

また surfac巴でやろうと，特に問題はない。以上のように，

Case Assignmentを表層構造において適用すると考える

と， syntactic ruleの orderingに言及する必要もないし，

3ヵ所てj菌用すると考えられていたCaseAssignmentがー

ヵ所ですむようになるといった簡潔性の見地から言って

も，全体としてより好ましく思われる。

ただし，全然問題がないというわけではない。 Case

Conflictの問題である。 Chomskyが， baseで oblique

Caseを付与しようとしたのは， nonoblique Cas巴との

Case Conflictを説明するためだったように思われる。し

かし，実際のところは， oblique Caseを表層で与えると

いう私の提言においても，そんなに変わりはない。ただ，

lつの NPに対して 2つ以上の Caseがつく可能性がある。

その場合，特に 2つ以上の Cas巴を NPはもってはし、けな

いというような制限はないし又当然 Cas巴をもっている

ので Casefilterによって排除もされない。しかしながら，

その 2つもっている Caseのうち， nonoblique Caseと

oblique Caseのベアの場合には，その派生は許されない

ので， Case Conflictとして除外される必要がある。一方，

nominative CaseとobjectiveCaseという nonoblique

Case同志のベアについては， Case Conflictが oblique

CaseとnonobliqueCaseとの conflictのみを除外するの

で，このベアは許されることになる。そこで，次に Huang

(1977， p. 12)の例を考えてみることにする。

(15) *who [t3 decided [百 [COMPt'] [s Bill will visit t1] J] 

Chomskyは，その Appendixの中で， "Mov日 a"という

syntactic ruleはfreeapplicationすると考えているので，

(15)のような派生は，変形の操作によるあやまりとして out

にするわけで、はない。いままで変形の適用段階における

制約と考えられてきたS.S.C.やP.I.Cは， N.I.C.やOpacity

Conditionとして LogicalForm における制約となり，

orderingや obligatorinessもfilterにとってかわれて，

それらも表層構造後に適用し， Subjacencyさえ表層構造

における制約と考えるならば， syntaxにおいてはどん

な派生をしてもよいことになる。(といっても，最低限統

語規則として， structure-preservmgとか landingsiteと

かいう特性は持っているように思われる。〕そこで，

Chomskyは(15)のような文を， Logical Formにおける

irreflexivity61の条件によって filteroutしようとする。

この概念そのものは，数学的で少しわかりにくいが， Freidin 

(1978)が提案しているような， Logical Formにおいて

1つの lexicalN Pが 2つ以上の argumentpositionを

与えられるのを禁止するという考えとよく似ていて，

quantifierとそれに抱束される変項がある場合に， 1つの

quantifierには 1つの boundvariableしか認めなし、とし、

うきわめて当然な原理で，これがないと解釈でいくつに

も拘束された解釈不可能な anomalousな文が出てきてし

まう。(これは，“Movea"をfre巴applicationにした結

果， Logical Formにそのしわょせとして導入された原理

と考えられうる。〕そこで，闘を見ると quantifiぼ

である whoの boundvariableとして， t3とt1の2つがあ

る。(ここで，compの位置は argumentの位置とは考え

られない。〕そこで， irreflexivityの要求によりこの文は

outとなる。ところが， Inoue (1978)の footnote12に

おいて， Ike-uchiは(ゅの文を CaseConflictによって除外

しようとしていることが示されている。彼によると， t3は

nominative Caseをもち， eはobj巴ctiveCaseをもつの

で， Case Conflictによりだめになるというのである。

Chomskyは，本文で NPsubjectがnominativeCaseで，

その traceが動詞に統率されてもよいと言っている。すな

わち， NP subjectの nominativeCaseとその traceの

objective Cas色を，特に CaseConflictとは考えていな

い。しかし trace同志間の CaseConflictについては，

Chomskyは何も言っていない。他方， Case Assignment 

が表層で適用すると考える私の枠組みにおいては， (15)に
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おける whoはnominativeCaseとobjectiveCaseの2

つの Caseを付与されるが，特にCaseConflictに抵触す

るとは考えていない。やはりここは， irreflexivityの条件

によって排除されると考えられる。そこで考えられるの

は，はたしてこういった Caseが意味的なものかどうかと

いうことである。少なくとも音声的に言えば，代名詞の

場合や wh同phraseの場合においては，その音声的影響を

うけるようであるが，意味的な影響については，かなら

ずしもすべてについてあるとは言えないような気がする。

1JiJえtま，

同 1want [JOhnobj to go] 
[+FI 

U7)I WMvery much [!?;John叫 togo] 

(ここで[+FJ とはclauseboundaryを超えて Case

Assignmentを許すもので， [+PJはCaseAssignment 

する前置詞に付与され，その前置詞は消されない。)(1日と

(17)においては，共にJohnがinfinitiveclauseの主語であ

るというほとんど同じ構造でありながら，(1国ではJohnに

objective Caseが， (17)では obliqueCaseが付与されてし、

る。これらは，そういった Caseそのものに意味があると

いうよりも，単に 2つの文が Casefilterに抵触して排除

されないための，統語的な操作にすぎないように思われ

る。そこで， Case Conflictについても， oblique Case 

とnonobliqueCaseが共起できないことを，単にのベる

統語的操作にすぎないように思われる。すると特に 1つ

のNPが， nominative CaseとobjectiveCaseの2つの

Caseを持ってもかまわないわけで，そうでないと次のよ

うな正しい文は生成されなくなってしまう。

(18) Billnom，obj was hit tObJ by J OhnObllq 7) 

この場合は，多少 Caseが意味的要素をもっという例かも

しれない。ここで， Bi1lは表層構造においては主語(主格〕

として，話題の人物となっており，一方，移動前の情報

として，目的格ということから hitされた人ということが

わかる。しかし，すべてこのようにうまく行くようには

思われないような気がする。

irreflexivityに関しても問題がある。 Huang(1977) 

では派生の 1つとして次の例をあげている。

同 [scor__主主H01was beli肝凶伝咋P [5 John to 

E竺竺_lI]]]] 

そこで，少なくと{;Chomskyの“Mo干ea"における free

applicationに基づけば， (1骨の派生も許され，正しい文が

生成されるはずである。ところが，この文は， whoが2

つの argumentをもつので， irreflexivityによって outに

なってしまう。メタ・ノレールとしての“Movea"のfree

applicationを認めることによって， syntaxが簡潔になる

ことは望ましいことである。しかし，今のところ iπe-

flexivityにも問題があるので，この原理のより洗練化およ

び他の制約との関係を明らかにすることが急務であろう。

最後に，残された問題として， Case filterとdeletion

ruleとの orderingについて考えることにする。Chomsky

はCoreGrammarと枠組として，仰)のように考えている

ので，

(20) 1. Base rule 

2. Transformational rules 

3a. Deletion rule 

4a. Filters 

5a. Phonology and 
Stylistic Rules 

3b. Construal rules 

4b. Interpretive rules 

5b. Conditions on binding 

当然Casefilterはfilterの1種なのでDeletionの後に適

用する，と考えられる。ところが，Inoue(1978)はChomsky

のfootnot巴 35に基づいて， Case filterの後に deletion

ruleが適用すると考えている。そこで， Chomskyの

footnote 35によって考えてみると，

(21) a man [s who for [5 t to fix the sink] ] 

という構造から，正しい文の“aman to fix the sink"が

生成されないというのである。すなわち， forが[+PJ 

を持った場合と[-PJを持った 2つの場合について考え

ると， [+PJの場合には， whoにobliqueCaseが与え

られ， forは[十PJをもつので、消去されなし、。 Casefilter 

には抵触しないが，牟 [for-toJ filterによって除外され

る。一方[-PJの場合は， whoにCaseが与えられない

ので， Case filterによって除外される。よって forが[+

PJであろうと[-PJであろうと，どちらからも正しい

文が生成されないことになる。そこで， Chomskyは対策

として， (l)Case Assignmentの後に，この構造について

のみforを消去するような特別な規則を立てるか，(2)Case 

Assignmentを不必要にするような特別な規則を立てるこ

とを提言している。そして(2)の考えは，たやすく定式化

でき，例えば，義務的に消去される wh-要素の場合など，

かなり自然であるとしているが，この場合にはあてはま

らないとしている。つまり， Case filterの適用する前に，

Caseのないものも含めて whoを義務的にdeleteしよう

という考え方と思われる。Caseのない whoが消去されれ

ば，その後にCasefilterがきても関係ないからである。

しかし，それではこれが他の infinitiverelativeとはちが

った構造とは，言えなくなってしまうので，採用しない

という。一方， forを消す特別な規則(この場合の forは

実際には [+P]の方であろう)を仮定することによって，

“a man to fix the sink"という文は， markedな構造と
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言えるとしている。そこで，この考えに従うと，まず who

はforの[十P]によって obliqueCas巴が付与されいる

ので， Case fiterに抵触しない，その後， whoとforが

消去されて，ピド [forto] filterも抵触せず望ましい出力が

得られることになる。ここで、考れられている orderingは，

どうも， Case fil ter→ Deletion→ネ [forto ] filterを

含む Filterという orderingのようである。しかし，この

orderingを認めることは， Core Grammarを大変革する

ことになり，文 Casefilterだけを他の filter主区別する

とし、う積極的な理由もない。そこで私は， Deletionの後

にCasefilterを含む Filterという orderingに基づいて，

もう一度、manto fix the sink"とし、う文を考えてみる

ことにする。この場合， forを消す特別な規則がないとす

る。 forが[+P]の場令は，以前と同様 forの[十P]に

より whoには obliqueCaseが与えられる，次に Deletion

に移り， forは[十P]をもつので消去できない。一方 who

の方は， COMP内の freedeletionにおいて，消せるもの

は消せということなので消去される。すると Casefilter 

には抵触しなくなる，しかし*[for-to] filterには抵触し

てoutとなる。次に forが[-P]の場合を考えると， who 

は特に Caseを与えられない，でもまず Deletionが先な

ので， whoもforも共に消去され，その後 Casefilterに

きても，特に抵触せず， * [for-to]filterも関係ないので，

正しい文ができることになる。ここにおいて，“aman to 

fix the sink"という文を生成するためには， forが[-P]

でなくてはいけないという点で，この構造が markedな

構造と言えるのではなかろうか。ただしこの考えに従

うと， COMP内の消去しうる wh要素(実際は， relative 

における wh要素〉は，つねに Casefilterを免れること

になるが，実のところは，それが修飾するはずの lexical

NPがあるので，問題はないように思われる。 (headのな

いwh要素や意味をもっ wh要素は消去できないはずであ

る。〉

その他， Chomskyはその論文の終りの方で (p.49)， 

Subjacencyと N.I.C.という 2つの制約について， N.I 

Cの方は犯かすことのできない制約であるが，一方，

Subjacencyはそれほどでもないと述べている。例えば，

Kuno (1972)における制限なども，強さに関して違L、が

あるようである。そこで，今後は，制約の精密化と共に，

制約の強さについても考えてゆく必要があろう。また，

Chomskyのこの論文の一つの目標であった。S.S.C.とP

I.C.聞における redundancyの排除は，確かに， N.I.C.と

Opacity Conditionにより実現されたが，すべての制約に

ついて相補分布をなすような redundancyをまったくなく

することが，はたして可能であろうか。例えば，次の(22)，

(お)は 2つの制約が!動いて非文となっている。 しかし，

ここで 2つの制約が働いてだめになっている文が，一つ

の制約が(動いてだめになっている文より，より文法性(容

認性〕が低L、とし、えるだろうかα

問予0，[s is it四 I竺[百whatjHi todotJIll 
Case filter Subjacency 

間 *wl;l01じdidyou wounder [5 what， [st1 saw t，ll 
Subjace町 lhIC

確かに， redundancyのない overgenerateもunder-

generateもしない， より包括的で呂dhocな条件も必要

としないで，できるだけ少ない数の制約で説明できれば，

それにこしたことはない。それ自体は大変困難なことで

あるけれども，そして今後の方向としては，制約の精密

化へ進んでゆくことになろう。

注)

1 )及び 2)これらの条件は次のような環境で適用され

る。

. .・ x・.. [α ・..y. .・1・・ .x.. . 
Sp巴cifiedSubject Conditior1 (S.S.c.) 

N 0 rule can involve X and Y whereαcon-

tains a specifi巴dsubject， i.e.， a subj巴ctnot 

containing Y and not controlled by the cate-

gory X or its trace 

Propositional-island Condition (P.I.c.) 

N 0 rule can involve X and Y where a is a 

品niteclause (tensed-S) 

3) Ifαis in the domain of the subject of s，βmmlー

mal， then a cann口tbe free in s. 

4) A nominative anaphor cannot be fre巴 in"5". 

5 )βis said to c-command a if s does not containα 

(and therefore sヰ α)and αぉ dominatedby the 

first branching category dominatingβ; then αIS 

in the domain of s. 

6) Wall (1972) Introduction to Mathematical 

Linguistics; If R c:; A x A， then R is irreflexive i妊

(VxEA) (x， x) Ei=R 

7 )ついでながら，この文は irreflexivity によっては

outにならなし、。なぜなら， Billは2つの caseを

もっているが，その traceは 1つで，その argument

positionも objectiveの 1つとなり，適格である。
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